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北海道国民健康保険保険給付費等交付金（特別交付金：交付要綱第 4条第 2号ア関係） 

国民健康保険調整交付金 

 

１ 調整交付金の概要 

 国民健康保険（以下「国保」という。）事業の財政は、定率の国庫負担と国民健康保険料（税）

（以下「保険料（税）」という。）を財源として運営するのが原則だが、都道府県および市町村の

産業構造、被保険者の所得等の差異によって、被保険者の保険料（税）の負担能力には相当の格差

がある。調整交付金は、その都道府県及び市町村の財政力の不均衡を調整するため、昭和３３年度

に設けられた制度である。 

 ただし、これまで市町村に対して交付してきた当交付金については、国民健康保険法令の改正で

都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体とされたことに伴い、平成３０年度から都道府県に

対して交付されることとなった。 

 その総額は、被保険者（退職被保険者及びその被扶養者を除く）に係る療養の給付等に要する費

用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額及び保険基盤安定のための繰入金の２分の１

に相当する額を控除した額並びに前期高齢者納付金（前期高齢者交付金がある場合は控除）、後期

高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額の合算額の見込額の１００分の９と保険基

盤安定のための繰入金の４分の１に相当する額の合算である。 

 なお、北海道から市町村に対しては、国から北海道に対して交付される調整交付金等を財源として、

国民健康保険給付費等交付金（ア関係）が交付される。 

 調整交付金の交付の根拠及び交付金の総額は国民健康保険法（以下｢法｣という。）第７２条で規

定されており、具体的な配分については「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」（以

下「算定政令」という。）第４条及び「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令」

（以下「算定省令」という。）で規定されている。 

 

２ 調整交付金の種類及び割合等 

（１）調整交付金の種類 

   ① 普通調整交付金 

   ② 特別調整交付金  災害その他特別の事情があること 

   ③ 特例調整交付金  改革施行当初の激変緩和に充てるための暫定措置 

 

（２）調整交付金の各総額（算定政令第４条第４項及び第５項） 

  ① 普通調整交付金  調整交付金の総額の９分の７に相当する額 

  ② 特別調整交付金  調整交付金の総額の９分の２に相当する額 

  ③ 特例調整交付金  調整交付金の総額の９分の７に相当する額の内数 

    なお、普通調整交付金（特例調整交付金を含む）及び特別調整交付金は上記割合を原則とし

ているが、相互流用が認められている。 
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３ 普通調整交付金 

 医療分・介護分・支援分において、都道府県の調整対象需要額に対して、都道府県の調整対象収

入額が不足する場合に都道府県に対して交付される。 

 

 

 

 

 

 

（１）調整対象需要額 

    市町村が支払う国保被保険者に係る療養の給付等・前期高齢者納付金のうち、本来、保険料

をもって賄うべきとされている暦年（１月～１２月）分の額の合計額｡(算定省令第４条) 

   ① 医療分（一般被保険者分に限る） 

     保険者負担分から公費負担相当分を控除した額。つまり、医療費及び前期高齢者納付金の

合計から、患者負担相当分と定率国庫負担金相当分（医療給付費の 32％）、都道府県繰入

金相当分（医療給付費の 9％)、保険基盤安定繰入金等を控除した残りの額のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通調整

交付金額調整対象

需要額

※①

－
調整対象

収入額

※②

不足分 ＝ 調整基準額 －
※算定省令

第8条によ

る交付金の

減額等

※③

＝

医 療 給 付 費 一 部 負 担 金 医 療 給 付 費
（1月～12月 － ＝ 保 険 者 負 担 額
　 審査決定分） （ 療 養 の 給 付 費 ） （ 法 定 給 付 分 ）

医 療 給 付 費 前 期 高 齢 者 前 期 高 齢 者 定 率 国 庫 負 担 金 特別調整交付金
保 険 者 負 担 額 ＋ － － 及 び 都 道 府 県 － （1号ホ～ヌ、ヲ
（法定給付分） 納 付 金 交 付 金 繰 入 金 相 当 額 及び（※）附則

保 険 基 盤 子 ど も に 係 る 国 民 産 前 産 後 期 間 の 高 額 医 療 費 負 担 調 整 対 象

－ － 健康保険料等の均等割 － 保 険 料 （ 税 ） の － ＝

安 定 繰 入 金 の 減 額 措 置 に 係 る 免 除 措 置 に 係 る 対 象 額 の 1/2 需 要 額

繰 入 金 繰 入 金

※都道府県内の市町村がホ～ヌ、ヲおよび附則（算定省令第4条第1項第1号イに掲げる費用の額を基礎とし
て算定した額）に該当することにより都道府県に交付される特別調整交付金は、普通調整交付金の算定にお
いて調整対象需要額から控除される。

 

（昭和３３年度）

（算定政令４②）

　　調整対象需要額（算定省令４）

　　調整対象収入額（算定省令５）

　　市町村調整対象需要額（算定省令７）

（平成３０年度）

　　（算定政令附則２０）　※当分の間、調整交付金の特例として設置

（昭和３３年度）

（算定政令４③）

法：国民健康保険法

算定政令：国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令

算定省令：国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令

算

定

政

令

４

①

（調整交付金総額の７／９の内数）

（法７２②）

調整交付金総額の７／９

（算定政令４④）

調整交付金総額の２／９

（算定政令４⑤）

調  整  交  付  金

総　　　        額

普通調整交付金

特別調整交付金

特例調整交付金

 療養の給付等、前期

高齢者納付金、後期高

齢者支援金及び介護納

付金の9/100＋保険基

盤安定繰入金×1/4
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   ② 支援金分（一般被保険者分に限る） 

     後期高齢者支援金等から公費負担相当分を控除した額であり、つまり後期高齢者支援金及

び病床転換支援金の合計から、国庫負担金相当分（支援金等の 32％）、都道府県繰入金相

当分（支援金等の 9％)、保険基盤安定繰入金等を控除した額のこと。 

 

 

 

 

   ③ 介護分 

     介護納付金から定率国庫負担金相当分、都道府県繰入金相当分、保険基盤安定繰入金等を

控除した額のこと。 

    

 

 

 

（２）調整対象収入額 

    理論上、医療費、後期高齢者支援金及び介護納付金に対応して市町村が確保すべき保険料

（税）額の合計額であり、その算定は、応益保険料額と応能保険料額とに分けて行う。 

   ① 応益保険料額 

     一人当たり調整対象需要額に全国一律の係数を乗じて一人当たりの取るべき応益保険料

額（基準応益割額）を定めた後、その額に都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額のこと

（算定省令第５条第１項第１号イ）。 

   ② 応能保険料額 

     一人当たり調整対象需要額に全国一律の係数を乗じて一人当たりの取るべき応能保険料

率（基準応能割率）を定めた後、その率に被保険者に係る基準総所得金額を乗じて得た額の

こと（算定省令第５条第１項第１号ロ）。 

     なお、上記の調整対象収入額及び調整対象需要額は、平成 30 年度からこれまでの市町村

単位から都道府県単位で算出されることになったため、市町村の一部が算定を誤ると、再度

北海道において調整対象収入額等を計算し直す必要があることに留意すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 定 率 国 庫 負 担 金 保 険 基 盤 子どもに係る国民 産 前 産 後 期 間 の 調 整 対 象
支 援 金 － 及 び 都 道 府 県 － － 健 康 保 険 料 等 の － 保 険 料 （ 税 ） の ＝
（1～12月相当分） 繰 入 金 相 当 額 安 定 繰 入 金 均 等 割 額 の 減 額 免 除 措 置 に 係 る 需 要 額

措置に係る繰入金 繰入金

介 護 納 付 金 定 率 国 庫 負 担 金 保 険 基 盤 産前産後期間の 調 整 対 象
－ 及 び 都 道 府 県 － － 保険料（税）の ＝

（1～12月相当分） 繰 入 金 相 当 額 安 定 繰 入 金 免除措置に係る 需 要 額

繰入金
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（医療分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支援分） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（介護分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【算定式 （例：平成３０年度の場合】

1月～12月 一人当たり 基準総所得金

× × 平均被保険 ＋ × 調整対象 × 額（限度額超

者数 需要額 過分控除額後）

　（退職者分を除く） （退職者分を除く）

応益保険料額 応能保険料額

× ×

調整対象収入額

１人当たり調整対

象需要額に応じた

応益保険料額

平均被保険者数

被保険者に係る

総所得金額

（基礎控除後）

１人当たり調整対

象需要額に応じた

応能保険料率

一人当たり保険料額

応益保険料額

（省令５①１イ）

応能保険料率

応能保険料額

（省令５①１ロ）

調整対象収入額（省令5）

（保険料で確保すべき金額）

一人当たり

調整対象

需要額

0.00000072762610.37651607

【算定式 （例：平成３０年度の場合】

＋ ×

調整対象収入額

応益保険料額 応能保険料額

１人当たり

後期高齢者支援金

応益保険料額

平均被保険者数
後期高齢者支援金

応能保険料率

被保険者に係る

総所得金額

（基礎控除後）

× ×

応益保険料額

（省令５①２イ）

応能保険料額

（省令５①２ロ）

調整対象収入額（省令5）

（保険料で確保すべき金額）

0.022070228561

基準総所得金額

（限度額超過分控除後）

（退職者分を除く）

11,472円51銭 ×

1月～12月

平均被保険者数

（退職者分を除く）

一人当たり保険料額 応能保険料率

【算定式 （例：平成３０年度の場合】

＋ ×

調整対象収入額

応益保険料額 応能保険料額

１人当たり

介護納付金

応益保険料額

平均第２号

被保険者数

介護納付金

応能保険料率

第２号被保険者に

係る総所得金額

（基礎控除後）

× ×

調整対象収入額（省令5）

（保険料で確保すべき金額）

14,094円94銭 ×

1月～12月

平均介護第２号

被保険者数

0.019037032803
基準総所得金額

（限度額超過分控除後）

一人当たり保険料額 応能保険料率

応益保険料額

（省令５①３イ）

応能保険料額

（省令５①３ロ）
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（３）基準総所得金額 

    調整対象収入額の算定における応能保険料（税）額の算出においては基準総所得金額を使用

しているが、基準総所得金額の考え方は以下のとおり。 

   ① 賦課期日（毎年４月１日）時点において国保被保険者である者の所得 

     保険者においては、前年中の総所得金額を基に当該年度の保険料（税）賦課を行っている

が、年度途中に被保険者の異動（資格取得及び喪失）があった場合、保険者は月割で保険料

（税）の賦課を行うことなる。 

     この場合、当該年度の一部しか保険料（税）を負担していない状況であるのにもかかわら

ず、対象者の総所得金額を調整対象収入額の算定基礎とした場合、保険者における財政力を

的確に把握しないこととなる。 

     従って、調整対象収入額の算定においては、賦課期日において被保険者である者の総所得

金額を使用している。なお、４月１日に後期高齢者医療制度に移行した者、擬制主を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 医療分、支援金分は一般被保険者、介護分は第２号被保険者を対象 

     退職被保険者等に係る国庫補助は行なわれないため、調整対象収入額の算定基礎となる医

療分及び支援分における基準総所得金額についても、退職被保険者等に係る総所得金額は対

象としない。 

   

 

 

 

     なお、介護分については、第２号被保険者（40～64 歳）が対象であるため、退職被保険

者分を含むことに留意すること。 

   ③ 旧ただし書方式 

     総所得金額は「旧ただし書方式」により算定する。なお、上記総所得金額及び山林所得金

額の合計額には、地方税法の課税の特例の適用がある｢土地の譲渡等に係る事業所得｣、「分

離課税に 係る長期及び短期譲渡所得金額」、「株式等に係る譲渡所得等及び商品先物取引

に係る雑所得等の金額」を含む。 

     また、市町村民税の課税所得の算定に当たっては、「雑損失の繰越控除」（地方税法第

313条第９項）が行われるが、基準総所得金額の算定にはこの規定は適用されず、控除は行

わない。 

     なお、非自発的失業者に係る保険料（税）の軽減制度に伴い、調整交付金で使用する基準

総所得金額についても、賦課期日（４月１日）現在で「特例対象被保険者等」である場合の

〔賦課期日現在において被保険者である者の基準総所得金額とするための算出方法〕

（㉖・T欄）

（⑲・M欄） （⑳・N欄） （⑰・O欄）

ー

（㉓・Q欄） （㉔・R欄） （㉕・S欄）

＝

（㉒・P欄）（㉑・U欄）

本算定後に更正決定に

より減少した総所得金

額

本算定後に、賦課期日

以前に遡及して資格取

得した被保険者の総所

得金額

本算定後に、賦課期日

以前に遡及して資格喪

失した被保険者の総所

得金額

＋ ー 算定の基礎となる基準総所得金額

本算定日において被保

険者である者の総所得

金額（賦課ベース）

賦課期日において被保

険者であり、本算定日

までに資格喪失した者

の総所得金額

賦課期日において被保

険者ではないが、本算

定日までに資格取得し

た者の総所得金額

賦課期日の日から引き続いて被保険者であ

る者について、賦課期日の日の翌日以降本

算定時までに非自発的失業に係る所得軽減

があった場合は、軽減した総所得金額

本算定後に更正決定に

より増加した総所得金

額

＋ ー ＋ ＋

〔医療分、後期高齢者支援金分に係る基準総所得金額とするための算出方法〕

ー ＝
全被保険者に係る

基準総所得金額

退職被保険者等に係る

基準総所得金額

医療分（支援金分）に係る

基準総所得金（一般被保険

者分）
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所得額は軽減後（100分の30）の所得金額を使用する。 

   ④ 賦課限度額を超える額に相当する所得の控除 

     これらについては、国保財政に寄与することができないものであるため、その合計額を控

除する（算定省令第５条第２項～４項）。 

     ただし、ここで言う賦課限度額を超える額に相当する所得は、保険者毎の保険料（税）率

により保険者が定める限度額に達する所得ではなく、北海道が作成する限度額早見表に記載

の基準応益割額及び基準応能割率によって算出される保険料（税）のうち、法定限度額（令

和５年度医療費６５万円、支援金分２２万円、介護分１７万円）を超える所得を指すことに

留意すること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 特別調整交付金 

 特別調整交付金とは、普通調整交付金の配分によっては措置できない特別の事情がある場合に、

その事情を考慮して交付される交付金のこと。市町村毎に算定して交付する額と、都道府県に特別

な事情がある場合に交付する額の合算額となる。 

 

（１）交付基準 

    以下に規定されている通知等のとおり。 

   ① 算定省令第６条各号 

   ② 令和５年 12月４日付保発 1204第３号厚生労働省保険局長通知「令和５年度国民健康保険

調整交付金の交付（追加交付・交付決定一部取消）申請及び事業実績報告について（通知）」 

   ③ 令和５年 12 月４日付厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係長事務連絡「令和５年

度国民健康保険調整交付金の交付（追加交付・交付決定一部取消）申請手続等について」 

   ④ 令和５年 11月 13日付保国発 1113第１号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「令和

５年度特別調整交付金交付基準（その他特別の事情がある場合）の一部改正について」 

   ⑤ 令和５年（2023年）12月 12日付国医第 1608号北海道保健福祉部長通知「令和５年度国

民健康保険調整交付金の交付（追加交付・交付決定一部取消）申請及び事業実績報告につい

て」 

〔賦課限度額に相当する総所得金額の算定方法（医療分・支援金分・介護分共通〕

ー ＝
賦課限度額を超える

世帯の総所得金額

賦課限度額に相当する

総所得金額を超える額

賦課限度額に相当する

総所得金額

【賦課限度額に相当する総所得金額を超える額の算定】

○医療分

○支援金分

○介護分

　賦課限度額を超える世

帯の総所得金額

６５万円ー（医療分基準応益割額×当該世帯の被保険者数）

医療分基準応能割率
ー

ー
介護分基準応能割率

　賦課限度額を超える世

帯の総所得金額
ー

２２万円ー（支援金分基準応益割額×当該世帯の被保険者数）

支援金分基準応能割率

１７万円ー（介護分基準応益割額×当該世帯に属する第２号被保険者数）

　賦課限度額を超える

　世帯に属する第２号

　被保険者に係る総所

　得金額
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（２）留意事項 

   ① 対象経費 

     原則、当該年度の１月１日から１２月３１日までに支出した経費が対象となり、申請にあ

たっては、対象経費が上記の期間内に支出したことが分かる書類（出納印済の支出命令書等）

等の写しを添付すること。 

 

交付基準 交付額

○市町村に特別事情がある場合

イ
災害等による保険料（税）の減免

額がある場合

保険料（税）減免額が市町村調整対象需要

額の3/100以上であること

減免保険料（税）額×8/10以内

ロ

非自発的失業者に係る保険料

（税）の軽減額がある場合

特例対象者（非自発的失業かつ法定軽減対

象世帯）又は特例対象被保険者等に係る保

険料（税）が当該保険者の平均保険料に満

たないこと

［１人当たり平均保険料（税）

調定額×特例対象者］－［特例

対象者に係る保険基盤安定負担

金繰入金］ー［特例対象者に係

る保険料（税）調定額］

※特例対象被保険者も同様

ハ

入院療養に係る一部負担金の減免

額がある場合

世帯主及びその世帯に属する被保険者の収

入の額の合計額が生活保護法の基準額以下

であり、かつ、預貯金の額の合計額が基準

額の3ヶ月分以下である世帯の入院療養を

受ける被保険者に対する一部負担金の減免

額があること

入院療養に係る一部負担金の減

免額並びに当該減免により加算

された保険外併用療養費、訪問

看護療養費及び特別療養費の額

の合計額の1/2以内

ニ
災害等による一部負担金の減免額

がある場合

一部負担金減免額が一部負担金総額の

3/100以上であること

減免一部負担金額×8/10以内

ホ
流行病・災害原因疾病に係る額が

多額である場合

当該疾病に係る額が市町村調整対象需要額

の1/10を超えること

市町村調整対象需要額×1/10を

超える割合×8/10以内

ヘ
地域的特殊疾病に係る額が多額で

ある場合

当該疾病に係る額が市町村調整対象需要額

の5/100を超えること

市町村調整対象需要額×5/100を

超える割合×5/10以内

ト
原爆被爆者に係る医療費が多額で

ある場合

当該被爆者に係る額が市町村調整対象需要

額の3/100を超えること

市町村調整対象需要額のうち当

該被爆者に係る額×8/10以内

チ

原爆対象被爆者に係る医療費が多

額である場合

当該対象被爆者（被爆体験者精神影響等調

査研究事業に該当する被爆体験者）に係る

額が市町村調整対象需要額の3/100を超え

ること

市町村調整対象需要額のうち当

該対象被爆者に係る額×5/10以

内

リ
療養担当手当に係る額がある場合

（暖房料加算額）

厚生労働大臣の承認を得て都道府県知事が

定める療養担当手当に係る額があること

市町村調整対象需要額のうち当

該療養担当手当額×3/4以内

ヌ
資格喪失後の継続給付に係る額が

ある場合

市町村調整対象需要額のうち特別療養給付

に係る額があること

市町村調整対象需要額のうち当

該特別療養給付の額×5/10以内

ル
へき地直営診療所の運営費が多額

である場合

第一種へき地診療所又は第二種へき地診療

所のいずれかに該当する施設であること

一施設当たり基準額の2/3以内

（第二種へき地診療所は1/2）

ヲ その他の特別事情がある場合 別に定める基準　※次頁参照 別に定める額

附則

結核・精神の疾病に係る額が多額

である場合

当該疾病に係る額が市町村調整対象需要額

の14/100を超えること

市町村調整対象需要額×15/100

を超える割合×8/10以内

※14/100超～15/100以下に係る

交付額は補助率を乗じた額

○都道府県に特別事情がある場合 別に定める基準 別に定める基準

種別
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   ② 今年度からの主な変更点 

     令和５年度においては、上記のうち「ヲ その他特別事情がある場合」において、「制度

改正等によるシステム改修等に要した費用があること」の、産前産後期間の保険料（税）免

除措置の施行に向けた改修等、健康保険証の廃止に伴う資格確認書の交付等に係る改修等、

「次の事業において周知広報等に要した費用があること」の、複数の項目を同一のパンフレ

ット等に掲載した場合の周知広報等に要した費用、「リフィル処方箋の普及啓発に要した費

用があること」、「感染症のまん延防止等のために傷病手当金の支給に要した費用があるこ

と」に対する財政支援の基準が新たに追加された。 

     また、「マイナンバーカードの取得促進及びマイナンバーカードの健康保険証利用申込み

の支援事業に要した費用があること」が削除となった。 

 

   ③ 保険者努力支援制度交付金の特別調整交付金分について 

令和５年度保険者努力制度支援交付金において、市町村分については引き続き交付額の２

割程度が特別調整交付金の予算の範囲内で交付され、市町村国保ヘルスアップ事業分につい

ても、交付額の２割程度が特別調整交付金の予算の範囲内で交付される。 

 

 

 

 

 

 

５ 特例調整交付金 

  平成３０年度から都道府県単位での運営となることに伴う激変緩和措置として、保険料の水準の

著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図ることを目的として、当分の

間、特例調整交付金を設けることとされた。その配分に当たっては、都道府県間の公平性に十分に

配慮したものとするため、都道府県毎の被保険者数に応じて交付を行うものとしているため、市町

村には交付されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔特別調整交付金と保険者努力支援制度交付金の関係〕

保険者努力支援制度交付金特別調整交付金

市町村分

（約８割）

市町村国保ヘルス

アップ事業分

（約８割）

保険者努力支援制度交付金

市町村国保ヘルス

アップ事業分

（約２割）

市町村分

（約２割）

特別調整交付金
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６ 申請における留意事項 

（１）当初申請 

    令和５年度において、当該都道府県内の市町村の各（目）（国民健康保険財政調整交付金、

国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金及び国民健康保険介護納付金財政調整

交付金）に係る交付実績があること。→申請は都道府県が行う。 

 

（２）変更申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】各処理の詳細な操作方法は、「コクホ・ライン」のそれぞれの版に対応する「操作マニュア 

    ル」を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村　事務作業フロー図

様式23・24・25・26・27・28・

31・AP・AY・BAを作成

※特別調整交付金基準のうち、市町

村調整対象需要額が影響する

基礎表X（その１・その２）を作

成

※国庫負担金等の把握

基礎表Y関係を作成

※療養の給付等の把握

様式4-1・4-2・5を除く全ての

様式

基準総所得金額調査

を作成

（道）様式４－１の附表の添

付資料（限度額早見表）を作

成、

市町村へ送付

左記様式・調査を提出

様式3-1・3-2を作成

※市町村調整対象需要額の算出

様式4-1・4-2・5（附表含む）

作成、提出

連動基礎表（その１）を作成

※被保険者数・世帯数の把握
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７ 各様式等説明 

（１）基準総所得金額調査 

    道が行う当調査であり、令和５年度国民健康保険調整交付金の変更申請にあたり、保険者ご

との被保険者に係る基準総所得金額を把握するために行う。 

 

（２）国様式（普通調整交付金） 

   ① 連動基礎表（その１） 

被保険者数及び世帯数等を把握する様式であり、調整交付金算定の最も基礎となる様式で

ある。 

（注意点） 

   ・連動基礎表を誤ると他の帳票の算定に影響を及ぼすため、参考となる事業月報のＡ表、Ｃ表

の数値を十分に確認すること。なお、遡及退職被保険者等数の欄は手入力となるので、入力

誤りに留意すること。 

   ・連動基礎表（その１）の「一般被保険者数」の欄については、月報Ａ表で記載されている各

月末の一般被保険者から、遡及適用を行った退職被保険者等数を控除すること。具体的には、

令和５年１月から 12 月末までの間に退職被保険者等の遡及による届出又は職権適用処理を

行った被保険者数を、「遡及退職被保険者等数」（＃０１４Ｂ～＃１２４Ｂ）欄に計上する

こと。 

    ただし、資格取得日と処理日が月をまたぐ場合には、月報Ａ表に反映されないことから、当

該欄に計上すること。（下表参照） 

遡及退職資格取得日 令和５年 

１月 

令和５年 

２月 

令和５年 

１１月 

令和５年 

１２月 

遡及退職被保険者等数欄に入力不要

（月報に反映済み） 

１月末 

までの処理 

２月末 

までの処理 

１１月末 

までの処理 

１２月末 

までの処理 

 

遡及退職被保険者等数欄に入力必要 

２月１日 

以降の処理 

３月１日 

以降の処理 

１２月１日 

以降の処理 

遡及なし 

（１２月末までの処理
 

を対象とするため）
 

 

   ・令和６年１月１日以降に職権適用処理をした場合は、令和５年度の調整交付金上は遡及しな

い。 

   ・遡及退職被保険者等数の欄の 12月（♯１２４Ｂ）については、12月に届出のあった場合で

未処理の者を記載することとなるので留意すること。 

   ② 基礎表 X（その１） 

     １月～12月分の介護納付金を算出する様式である。 

（注意点） 

   ・「４月１日現在の一般被保険者数」については、後期高齢者医療制度へ移行する被保険者を

除くこと。また、基礎表Ｙの地方単独事業対象者割合を算出するために用いることから、退

職被保険者等を除くこと。 
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   ② 基礎表 X（その２） 

     高齢者納付金、前期高齢者交付金等を把握するための様式である。 

（注意点） 

   ・「保険基盤安定繰入金」「未就学児均等割保険料繰入金」欄は、保険基盤安定負担金システ

ムにより計算された数値が転記されるが、各広域連合については構成市町村分を合算し、手

入力をお願いする。 

   ・「産前産後保険料繰入金」欄には、産前産後保険料負担金の「繰入金額算出基礎表」にて算

出する繰入額の数値を入力すること。 

   ③ 基礎表 Y関係 

・  療養の給付費等並びに前期高齢者納付金等を把握するための様式である。 

     詳細は道様式１１の項目を参照のこと。 

・ 基礎表 Yの「外来薬剤一部負担」は平成 15年 3月に廃止されているため、数値は入らな

いので留意すること。 

   ④ 様式３－１、３－２ 

     市町村調整対象需要額を算出するための様式である。 

（注意点） 

   ・「被保険者一人当たり調整対象需要額」（＃０５７）が変動すると、都道府県単位で算出す

る「限度額早見表」の数値が変わり、結果的に様式第４の附表等の作成にも影響するため、

作成には十分留意すること。 

   ・様式第３－２「退職被保険者軽減相当額（介護分）」（♯０６５）は保険基盤安定負担金シ

ステムにより計算された数値が転記されるが、各広域連合については構成市町村分を合算

し、手入力をお願いする。 

 ⑤ 様式第４－１の附表の添付資料（限度額早見表） 

     北海道が提供する限度額早見表に記載の「基準応益割額（均等割に相当）」と「基準応能

割率（所得割率に相当）」によって算出される保険料（税）について、いくらの所得で賦課

限度額に達するかを算出する表のことである。 

（注意点） 

   ・各保険者の実際の保険料（税）で限度額に達する所得ではないので注意すること。 

   ・この場合の限度額は、法定限度額（令和５年度医療分６５万円、支援金分２２万円、介護分

１７万円）を指す。 

   ・この早見表によって、限度額を超える世帯の基準総所得金額を「様式第４－１の附表（１）

（全被保険者分）」及び「附表（２）（退職被保険者等分）（再掲）」に記載することにな

る。 
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   ・表中のａ点、ｂ点、上限は、国から令和５年度の仮係数が示された時点で判明する。 

   ・様式第４－１附表（１）には、世帯に属する被保険者数（ここでは全被保険者数）に応じ、

「Ｃ÷応能割率」の金額を超える世帯の総所得金額（基礎控除後の金額）を記載する。 

   ・様式４－１に、限度額早見表に記載の「基準応益割額」と「基準応能割率」を記載する。 

なお、全市町村が同じ額・率を記載することとなる。 

 

 ⑥ 様式第４－１、４－２、５ 

     保険者における基準総所得金額等を算出するための様式である。 

   ・様式第４関係には、（１）「国民健康保険普通調整交付金の算定に用いる基準総所得金額等

の調査について」における「別紙様式３」の対応項目数値を、同じく「様式第５」には「別

紙様式３－１」の対応項目数値を記載すること。 

 ⑦ 様式第４－１、４－２、５附表 

     基準総所得金額が限度額を超える限度額超過世帯（擬制世帯主を除く。）を把握するため

の様式である。 

（注意点） 

   ・限度額については、医療分保険料における賦課限度額を６５万円に引き上げていない保険者

においても６５万円として算出し、以下、同様に後期分保険料における賦課限度額は２２万

円、介護分保険料における賦課限度額を１７万円として算出すること。 

様式第４－１の附表の添付資料

令和元年度　限度額超過分基準総所得金額算出表

（被保険者構成人員別限度額早見表）

 普調算定基礎係数 人員 Ａ×応益割額 610,000－Ｂ Ｃ÷応能割率

ａ　点 0.378080211 Ａ Ｂ Ｃ

応　益 ｂ　点 1 34,774.31 575,225.69 8,551,606

上　限 47,955.32 2 69,548.62 540,451.38 8,034,633

ａ　点 0.0000007313345 3 104,322.93 505,677.07 7,517,660

応　能 ｂ　点 4 139,097.24 470,902.76 7,000,686

上　限 0.0927617366455 5 173,871.55 436,128.45 6,483,713

 1人当たり調整対象需要額 (様式3-3) 6 208,645.86 401,354.14 5,966,740

7 243,420.17 366,579.83 5,449,767

91,976 8 278,194.48 331,805.52 4,932,794

9 312,968.79 297,031.21 4,415,821

 基準応益割額 10 347,743.10 262,256.90 3,898,848

銭 11 382,517.41 227,482.59 3,381,875

34,774.31 12 417,291.72 192,708.28 2,864,902

13 452,066.03 157,933.97 2,347,929

 基準応能割率 14 486,840.34 123,159.66 1,830,955

15 521,614.65 88,385.35 1,313,982

0.0672652219720 16 556,388.96 53,611.04 797,009

17 591,163.27 18,836.73 280,036
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   ・全被保険者分は「様式第４－１の附表(１)」「様式第４－２の附表(１)」に、退職被保険者

等分（再掲）は「様式第４－１の附表(２)」「様式第４－２の附表(２)」に、介護２号被保

険者分は「様式第５の附表」にそれぞれ記入すること。 

   ・「基準総所得金額」の欄は、限度額を超える世帯の被保険者分の合計額を記入すること。 

   ・「当該世帯の被保険者数」の欄は、算定省令第５条第１項第１号、同項第２号及び同項３号

の規定による保険料賦課期日現在の当該世帯の被保険者数を記入すること。ただし、令和４

年４月１日に後期高齢者医療制度に移行した者を除く。 

   ・「様式第４－１の附表(２)」「様式第４－２の附表(２)」の記入にあたり、混合世帯における

「基準総所得金額」の欄は、退職被保険者等に係る基準総所得金額を、また、「当該世帯の

退職被保険者等数」の欄は、該当する退職被保険者等数を記入すること。なお、「世帯主氏

名又は世帯番号」の欄は、この場合、退職被保険者等のみに限らないこと。 

   ・事務処理標準システム導入市町村については、様式第４－１の附表（１）、４－１附表（２）、

４－２の附表（１）、４－２附表（２）、５の附表に該当する帳票が出力可能である。 

 

（記入例）いずれも基準総所得金額の合計は早見表記載の限度額を超えていることを前提とする。 

    世帯番号１（２人世帯） 

     夫 一般 基準総所得金額 ５，０００千円 

     妻 退職 基準総所得金額 ４，５００千円  基準総所得金額合計 ９，５００千円 

    世帯番号２（２人世帯） 

     夫 退職 基準総所得金額 ４，５００千円 

     妻 退職 基準総所得金額 ４，５００千円  基準総所得金額合計 ９，０００千円 

    世帯番号３（２人世帯） 

     夫 一般 基準総所得金額 ９，０００千円 

     妻 一般 基準総所得金額     ０千円  基準総所得金額合計 ９，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

 

 

９，０００ 

２７，５００ 
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   ・世帯番号３の場合は、所得の有無にかかわらず、賦課期日現在における当該世帯の被保険者

数を記入するので、2人となる。 

・混合世帯の場合は混合世帯であることを示すため、「世帯主氏名又は世帯番号」に 混 と表

示すること。 

   ⑧ 様式Ｚ－１ 

     各様式で算定された特別調整交付金の各交付額が転記される様式である。 

 

（３）道様式 

   ① 道様式１１ 

     国様式Ｙ（療養の給付費、療養費、入院時食事療養費等）に記入する数値を把握するため

の様式である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注意点） 

   ・「退職振替整理簿」を作成した場合は、振替額を控除すること。なお、調整交付金は単年度

令和２年度 

（道様式と国様式の対応表）

退職振替後の個表 （退職振替簿） 療養の給付 療養費

１１－１－１－① １１－１－１－② Ｙ－１－１ Ｙ－２－１

１１－１－２－① １１－１－２－② Ｙ－１－２－３ Ｙ－２－２－３

１１－１－３－① １１－１－３－② Ｙ－１－３ Ｙ－２－３

１１－１－４－① １１－１－４－② Ｙ－１－４ Ｙ－２－４

退職振替後の個表 （退職振替簿） 入院時食事療養費

１１－２－１－① １１－２－１－② Ｙ－２－１

１１－２－２－① １１－２－２－② Ｙ－２－２－３

１１－２－３－① １１－２－３－② Ｙ－２－３

１１－２－４－① １１－２－４－② Ｙ－２－４

道様式１１の種類 国様式の転記先
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の医療費等を対象にして申請を行うものであるという捉えから、振替対象月が前年度の１２

月診療分～２月診療分（療養費等は１～３月支給分）とされていること。      

令和４年１１月 令和４年１２月～令和５年２月 令和５年３月 ～令和５年１１月 令和５年１２月～ 

対 象 外 振替対象 科目更正により調整 対 象 外 

   ・法定の基準を上回る給付を行う保険者については、当該波及増相当分の医療費がないものと

して調整対象需要額を算定することになるので、調整対象地方単独事業分と調整対象外地方

単独事業分に分けて作成すること。（道様式１１の「１－１～１－４」「２－１～２－４」

を作成する段階で区分すること） 

・高額療養費支給額関係の欄は、返納金等がある場合には、高額療養費の支給済額から返納金

等の額を控除すること。（「道様式１１－０」を作成する段階で控除すること） 

・道様式第１１－０の「様式１１の内訳表との一致」欄が必ず一致していることを確認するこ

と。 

・療養の給付にかかる分については、各項目の上段括弧書きの数値が振替処理後の数値、下段

が振替整理前の数値となるため、基礎表Ｙ１－１には上段括弧書きの数値を記入すること。 

・療養費にかかる分については、「条例により一部負担金を減じている者にかかる分」と「上

記以外のものにかかる分」の「振替分を除いた額」を基礎表Ｙ２－１に記入すること。 

・東日本大震災のため一部負担金の猶予等があった場合は、「概算請求分」及び「保険者不明

分」について、令和５年度厚生労働省保険局国民健康保険課財政二係長事務連絡のとおり、

記載することとなるため、道様式 11 から国様式の基礎表Ｙへ転記する際に一般分の費用額

等に加えて記載することとなるので留意すること。 

  ② 道様式１２ 

    様式第２７（療養担当手当に係る特別調整交付金）に記入する数値を把握するための様式で

ある。 

 ③ 道様式１３ 

    この様式は特別調整交付金の申請にあたり、国様式で積算の内訳や対象となる経費等が分か

らない場合に使用する様式である。なお、既存の資料で分かる場合は、その写しで代用が可能。 

  ③ 道様式第１４   

    様式第２４（結核・精神に係る特別調整交付金）に記入する数値を把握するための様式であ

る。 

（注意点） 

 ・結核性疾病とは、社会保険表章用疾病分類表の分類番号Ⅰの 0102 に該当する疾病であり、精

神病とは、同分類表の分類番号Ⅴに該当する疾病のこと。 

  ・なお、結核・精神に係る特別調整交付金は、普通調整交付金算定に用いる調整対象需要額の算

定上控除の対象になる。 
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８ 関係法令等 

（１）調整交付金 

   ① 国民健康保険法第７２条 

   ② 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第４条 

   ③ 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 

 

（２）北海道国民健康保険保険給付費等交付金（ア関係） 

   ① 国民健康保険法第７５条の２ 

   ② 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第６条 

   ③ 北海道国民健康保険条例第５条 

   ④ 北海道国民健康保険条例施行規則第４条 

   ⑤ 北海道国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱第４条第２号ア 

   ⑥ 北海道国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱第４条第２号ア関係事務取扱要領 

 

（３）厚生労働省発出通知 

   ① 令和５年 12月４日付保発 1204第３号厚生労働省保険局長通知「令和５年度国民健康保険

調整交付金の交付（追加交付・交付決定一部取消）申請及び事業実績報告について（通知）」 

   ② 令和５年 12 月４日付厚生労働省保険局国民健康保険課財政第二係長事務連絡「令和５年
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度国民健康保険調整交付金の交付（追加交付・交付決定一部取消）申請手続等について」 

 

（４）北海道発出通知 

   ① 令和５年（2023年）12月 12日付国医第 1608号北海道保健福祉部長通知「令和５年度国

民健康保険調整交付金の交付（追加交付・交付決定一部取消）申請及び事業実績報告につい

て」 


